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安芸市学校給食調理等業務プロポーザル審査要領 

 

 安芸市学校給食調理等業務プロポーザルの審査に関する事項を安芸市学校給食調理等業務プロポ

ーザル審査委員会設置要綱第２条に基づき、次に定める。 

 

1. 審査の基本方針 

本業務の目的を達成する上で必要な事項を審査項目とし、提案内容を客観的な視点から審査

して、最も優秀な提案者及び次順位提案者を選定する。 

 

2. 審査の対象となる事業者 

審査は、次の各号をすべて満たす事業者を対象に行う。 

（１）「安芸市学校給食調理等業務プロポーザル実施要領」（以下「実施要領」という。）に規定 

する資格要件を満たす参加者 

（２）実施要領等に規定する期限内に、必要な書類のすべてを提出した参加者 

（３）実施要領等により、適正に書類を作成した参加者 

 

3. 審査の項目及び配点 

総合点数は 100点とし、審査項目区分ごとの配点は次のとおりとする。 

（１） 組織評価（15点） 

（２） 運営内容等の評価（85点） 

 

4. 審査委員会 

参加者から提出された企画提案書に基づきプレゼンテーションを行う審査委員会を開催する。 

（１） 日時、場所  

令和 2年 11月 27日（金）13：30～予定  

場所 安芸市消防防災センター ３Ｆ 避難室 

（２） プレゼンテーション 

① プレゼンテーションの時間は、1者につき 20分以内とする。 

② それぞれのプレゼンテーション終了後、審査委員からの質疑の時間を 10分間設ける。 

③ 正式な日時及び場所、個別の開始予定時刻は、別途通知する。 

（３） その他 

① プレゼンテーションの必要機材のうち、スクリーン及びプロジェクター以外は各参加者
が持参すること。 

② 審査委員会当日に、正当な理由なく、指定された場所・時刻に来ない者は、辞退したも
のとみなす。 

 

5. 審査の方法 

（１） 審査委員会では、提出された企画提案書と、審査委員会におけるプレゼンテーションに対す 

る審査を行う。 

（２） 各審査委員は、プレゼンテーションと質疑の終了後、審査基準に基づいて審査を行う。 
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（３） 全ての参加者の審査が終了したときは、各審査委員の審査点数を合計し、候補者と次点者を   

決定する。 

（４） 審査の結果、最高点の者が２者以上ある場合は、経費見積が安価な者から順に候補者と次点 

者を選定する。 

6. 審査基準 

審査項目区分 審査項目分類 配点 

組織評価 

 
学校給食に対する考え方 15 

運営内容等の評

価 

業務運営に対する考え方 5 

安全・衛生管理に対する考え方 20 

危機管理に対する考え方 10 

業務体制・指導研修に対する考え方 15 

価格等に対する考え方 35 

 

 


